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電力・ガス取引監視等委員会 

第７４回料金制度専門会合 

１．日時：令和８年４月１０日（金） １６：００～１７：０７ 

２．場所：オンラインにて開催 

３．出席者：大橋座長、松村委員、村松委員、大屋敷専門委員、川合専門委員、新家専

門委員、関口専門委員、東條専門委員、友岡専門委員、華表専門委員、平瀬専門委

員 

（オブザーバーについては、委員等名簿を御確認ください） 

 

○黒田ＮＷ事業監視課長  それでは、定刻となりましたので、ただいまから、「電力・

ガス取引監視等委員会第74回料金制度専門会合」を開催いたします。私は、事務局・ネッ

トワーク事業監視課長の黒田です。よろしくお願いいたします。 

委員及びオブザーバーの皆様方におかれましては、御多忙のところ御参加いただきまし

て、誠にありがとうございます。 

本会合はオンラインでの開催としております。なお、議事の模様はインターネットで同

時中継を行っています。 

本日、河野委員は御欠席の予定でございます。 

それでは、議事に入りたいと思います。 

本日は、オブザーバーとして一般送配電事業者各社が出席されておりますので、議題に

ついて直接御質問いただくということでも構いません。 

以降の議事進行は、大橋座長にお願いしたく存じます。よろしくお願いいたします。 

〇大橋座長  皆さん、こんにちは。本日もお忙しいところをお集りいただきまして、あ

りがとうございます。 

早速ですが、「第74回料金制度専門会合」を始めさせていただきたいと思います。 

本日の議題ですが、２件ございます。最初の議題は、「一般送配電事業者による2026・

2027年度の合理的かつ現実的な投資量の見直し」、２つ目が「レベニューキャップ制度に

おける第２規制期間に向けた検討課題について」ということでございます。 

本日は、まず、送配電網協議会様から資料３－１についてプレゼンテーションをしてい

ただき、その後に、資料３－２に基づいて、事務局より御説明をいただいた後、まとめて

委員及びオブザーバーの方も含めて質疑をさせていただければと思います。 
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 それでは、まず初めに、送配電網協議会の香月様より、資料３－１の御説明をお願いい

たします。 

○香月氏（送配電網協議会）  送配電網協議会の香月でございます。どうぞよろしくお

願いいたします。 

資料３－１の「投資量の合理的かつ現実的な契約への見直し」につきまして、説明いた

します。 

１ページを御覧ください。 

一般送配電事業者各社におきましては、期初申請時からの情勢変化を踏まえまして、安

定供給に支障をきたさないことを大前提に、第１規制期間における投資量を精査して、合

理的かつ現実的な内容への見直しを実施しているところでございます。 

本日は、現時点での見直し状況に加えまして、業界を挙げた効率化の深掘りや施策の横

展開による最大限の効率化に向けた取組状況につきまして、説明させていただきます。 

３ページを御覧ください。 

「計画の見直し」につきましては、計画策定時からの情勢変化や、2023～2025年度の実

績を踏まえまして、2026～2027年度における投資量を精査しております。 

「計画見直しの基本的な考え方」を、中ほどに示しておりますが、サプライチェーンや

施工力の持続などの観点も踏まえまして、中長期的な観点で安定供給に支障をきたさない

ことを前提としていること。 

それから、住宅着工件数の低下に伴う需要・電源対応工事の減少やデータセンターなど

の大規模需要による拡充工事の増加や、用地交渉などの外生的な要因による工程遅延を勘

案した現実的な工期の設定あるいは件名差し替えなどを行いまして、最新の見込みを反映

しております。 

また、最大限の効率化に加えまして、事業者の実情に応じて現地・現物の設備状態に基

づき、更新の要否を合理的に判断しております。 

４ページを御覧ください。 

次に、「計画見直しの概要」でございます。 

下の表の右側に、今回の見直しを記載しておりまして、2023～2025年度の投資量実績に

つきましては、送電・変電設備は、いずれの品目も未達、配電設備は、需要・電源対応な

どの拡充工事は未達で、施工力の有効活用の観点から、更新工事の前倒しを行っておりま

す。 
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このような状況を踏まえまして、2026～2027年度の計画を見直した結果、工務ケーブル

と変圧器が計画より増となりまして、５か年計では、低圧線、地中ケーブルを除く品目で、

期初申請に対し未達となる見込みでございます。 

５ページを御覧ください。 

次に設備別の主な見直し要因を説明いたします。 

まず、送電設備について、下の表に記載しておりますが、2023～2025年度の投資量実績

につきましては、接続事業者起因などによる計画変更や中止のほか、用地交渉難航などに

より、申請に対して未達となっております。 

2026～2027年度につきましては、接続事業者起因や用地交渉難航などによる繰延べ・中

止を反映することに加えまして、新規系統連系申込みの増加も踏まえ、計画を見直してお

ります。 

５か年計の見通しにつきましては、申請に対して８割～９割程度となる見込みでござい

ます。 

６ページを御覧ください。 

次に、変電設備について、下の表に示しておりますが、2023～2025年度の投資量実績に

つきましては、機器長納期化に伴う工事繰延べや、遮断器の設備種変更などにより、申請

に対して未達となっております。 

2026～2027年度につきましては、機器の長納期化に伴う2025年度以前からの工事の繰延

べや、遮断器の設備種変更の影響なども踏まえ、計画を見直しております。 

５か年計の見通しにつきましては、申請に対して７割～９割程度となる見込みでござい

ます。 

７ページを御覧ください。 

次に、配電設備につきまして、下の表に示しておりますが、2023年度～2025年度の実績

につきましては、拡充工事である需要・電源対応は、住宅着工件数などの減少、無電柱化

は、様々なステークホルダーが存在する事業特性により、いずれも申請に対して未達とな

っております 

一方で、地中ケーブルなどの更新工事は、施工力の有効活用や、中長期的な設備の健全

性維持を目的とした工事の前倒しにより、申請を上回る傾向となっております。2026～

2027年度のうち、拡充工事につきましては、直近の申込み実績や住宅着工件数の見通し、

それから様々なステークホルダーとの工程調整を踏まえまして、計画を見直しております。 
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また、更新工事につきましては、巡視点検結果を踏まえまして、更新対象設備の厳選を

行っております。 

５か年計の見通しにつきましては、需要・電源対応が８割程度、無電柱化は５割程度と

なる見込みで、更新工事につきましては、コンクリート柱、高圧線、低圧線は、いずれも

概ね申請どおりとなる見込みでございます。 

９ページを御覧ください。 

ここからは、「最大限の効率化に向けた取組」でございます。 

今回の計画見直しにおきましては、効率化施策の横展開を行い、業界を挙げた最大限の

効率化を実施しているところでございます。 

具体的には、各社の効率化施策を相互共有しまして、その判断根拠の確認を実施しなが

ら、これらの知見を各社の計画へ反映することで、最大限の効率化を図ってまいりたいと

考えております。 

下の図に、効率化施策の分類を示しておりますが、効率化施策には、投資量に効果があ

るものと投資額に効果があるものに分類されまして、投資量の効率化施策だけではなく投

資額に効果のある施策についても取り組むことで、業界全体として最大限の効率化を図っ

てまいりたいと考えております。 

10ページを御覧ください。 

次に、「投資量に関する効率化施策」につきまして、下の表に各施策の概要を記載して

おりますが、詳細につきましては、次のページ以降で説明いたします。 

11ページを御覧ください。 

ここでは、「変電設備の撤去機器の流用」の事例でございます。 

下の図に示しておりますが、連系事業者の事業撤退などによる連系廃止に伴いまして、

既設設備の撤去が必要となる場合がございます。その際に、撤去する設備の経年や状態な

どを踏まえまして、同一電気所内や他電気所における更新予定の設備へ移設、流用するこ

とにより、更新する数量の抑制を図る事例でございます。 

12ページを御覧ください。 

次に「配電設備のスリム化」の事例でございます。 

下の左側の図に示しておりますが、従来は、柱上変圧器の更新の際に、同容量への取り

替えを行っておりましたが、右側の図のように、最新の需要動向などを踏まえまして、低

圧線を新設し、供給することで、柱上変圧器の更新数量の抑制を図る事例でございます。 
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13ページを御覧ください。 

次に「配電設備の期待年数の見直しの事例」でございます。 

下の左側の図に示しておりますが、配電系統の地中ケーブルにつきましては、経年劣化

により、絶縁体の内部に水トリーと呼ばれる細かなひび状の劣化が生じ、絶縁性能が低下

し、故障に至る可能性がございます。 

各社は、経年したケーブルの収集、絶縁性能試験を実施することにより、右側のグラフ

のとおり、設備の経年と絶縁性能の関係から、故障に至るまでの期待年数を評価しており

まして、撤去品の収集、評価を継続的に行うことにより、データを蓄積し、期待年数の見

直しを図る事例でございます。 

次の14ページから16ページにつきましては、以前紹介しました効率化事例でございます

ので、説明は割愛いたします。 

17ページを御覧ください。 

次に「投資額に関する効率化施策」につきまして、下の表に各施策の概要を記載してお

りますが、詳細につきましては、次のページ以降で説明いたします。 

18ページを御覧ください。 

ここでは、「送電設備の測量、基礎工事に関する効率化」の事例でございます。 

下の左側の図に示しておりますが、従来の調査工事では、現地測量を実施しまして鉄塔

の高さなどを決定しておりましたが、航空レーザーを活用した三次元地形測量を採用する

ことで、現地測量などの調査工事の工期短縮やコスト削減を図る事例でございます。 

また、右側の写真では、鉄塔の基礎工事におきまして、従来の木製型枠ではなくメッシ

ュ型枠を導入することで、工期短縮や掘削幅を減らすことができるようになり、基礎工事

費の削減を図る事例でございます。 

19ページを御覧ください。 

次に、「変電設備におけるＤＸ技術による効率化」の事例でございます。 

下の左側の図に示しておりますが、従来は、請負工事・作業におきまして、事務所から

社員が現地へ出向き、立会確認や検査を行っておりましたが、昨今、Ｗｅｂカメラなどの

デバイスの機能向上が進展しておりますので、右側の図のように、可搬式のＷｅｂカメラ

などを用いて、事務所において現地工事の様子を確認することで、社員の立会日数、旅費

などの削減を図る事例でございます。 

20ページを御覧ください。 
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次に「配電設備の無電柱化に関する効率化」の事例でございます。 

通常の無電柱化につきましては、電線路を地中に埋設しておりますが、下の写真のよう

に、人が常時通行することを想定しない山地などにおきましては、保安の確保を前提に道

路沿いの擁壁上部などの地上に電線路を設置することで、掘削工事費の削減や工期短縮を

図る事例でございます。 

21ページを御覧ください。 

次に「配電設備の引留グリップ」に関する効率化の事例でございます。 

下の左側の写真に、電線の引留部を示しておりますが、従来、電線を固定する際は、右

側上段の写真のように、引留クランプと絶縁用カバーにより固定しておりましたが、下段

の写真のように、引留グリップを採用することにより、電線被覆の剥ぎ取り作業が不要と

なることや、絶縁用カバーが不要となることで、工事費の削減を図る事例でございます。 

23ページを御覧ください。 

最後になりますが、本日御説明しましたとおり、一般送配電事業者各社におきましては、

計画策定時からの情勢変化を踏まえまして、安定供給に支障をきたさないことを大前提に、

2026～2027年度における投資量を精査し、合理的かつ現実的な内容への見直しを実施して

いるところでございます。 

また、各社の効率化施策を相互共有、確認し、2026～2027年度の計画へ反映することで、

最大限の効率化に取り組んでいるところでございます。 

効率化につきましては、投資量の効率化施策だけでなく、投資額に効果のある効率化施

策についても取り組むことで、業界全体として最大限の効率化を図ってまいりたいと考え

ております。 

私からの説明は以上でございます。ありがとうございました。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 続いて、事務局より資料３－２の御説明をお願いいたします。 

○黒田ＮＷ事業監視課長  それでは、資料３－２の説明に移らせていただきます。 

 ２ページにあるように、まず、１点目としまして、「一般送配電事業者による2026・

2027年度の合理的かつ現実的な投資量の見直し」について御説明をさせていただきます。 

 ３ページですけれども、先ほど資料３－１に基づいて送配電網協議会から説明のあった

とおり、2026年度及び2027年度における合理的かつ現実的な投資量の見直しの検討状況に

ついて、合理的かつ現実的な計画量の見直し及び最大限の効率化に向けた取組が行われて
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いるということでございます。 

 上記について、事務局として、引き続き進捗の確認を行うとともに、今後、翌期調整の

際、もしくは期中調整の申請があった場合には、第１規制期間における物価等上昇や事業

報酬に係る制度措置の対象となる投資量の見直しに関する妥当性について、厳正に審査を

していくこととしたいと考えております。 

 また、特に最大限の効率化に向けた取組については、先ほども送配電網協議会から報告

があったとおりですけれども、各社の取組内容に加えて、各施策が最大限横展開されるよ

うに、状況確認をしていくこととしたいと考えてございます。 

 次に、２点目でございますが、「第２規制期間に向けた検討課題について」ということ

でございます。 

 ５ページを御覧いただければと思いますが、御案内のとおりレベニューキャップ制度、

2028年度より第２規制期間が開始されるということでございまして、本日は、これまで本

会合での議論等を踏まえまして、事務局において第２規制期間に向けて検討が必要と考え

られる主要な制度的論点等について整理をしたということでございますので、これらの検

討の方向性ですとか、あと項目の過不足があるかといった点も含めて御意見をいただけれ

ばと考えております。 

 また、上記のうち規制期間中一律の託送料金の見直しという論点については、事務局に

おいて論点の整理を行っておりますので、本日、具体的に御議論をいただきたいと考えて

おります。 

 下の表は、2021年11月に取りまとめられた託送料金制度、レベニューキャップ制度の中

間取りまとめの項目に基づいて、これまでの御議論等を踏まえて、第２規制期間に向けた

主要な論点等を整理させていただいたものでございますけれども、この後、具体的に説明

をさせていただきたいと思います。 

 まず、６ページですが、ローマ数字のⅠということで、「物価等上昇及び事業報酬に係

る論点」ということでございます。 

物価等上昇、事業報酬については、これまでも本会合で御議論をいただいてきたところ

でありまして、昨年12月の本会合（第72回）において、これらの論点に関する第２規制期

間に向けた検討課題として、以下のような論点を整理いただいたところでありまして、今

後、検討を進めていくことが必要と考えております。 

 具体的には、制度措置後の状況の継続的な検証、事業報酬に係る検討、物価等上昇を考
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慮した審査のやり方、ロスシェア・プロフィットシェアの在り方、物価等や金利変動の反

映方法及び規制期間中一律の託送料金の見直しといった論点でございます。 

 このうち、規制期間中一律の託送料金の見直しについては、先ほど申し上げたとおり、

事務局において具体的に論点の整理を行っておりますので、27ページ以降で、この後、具

体的に御議論をいただければと考えております。 

 ７ページ以降は、12月の資料及びその際の御指摘等をまとめたところですので、割愛さ

せていただいて、11ページでございます。Ⅱとして、「目標計画の設定、評価方法」でご

ざいます。 

 第１規制期間の目標計画については、「安定供給」等の７分野18項目を設定しておりま

して、これらの項目については、2023年及び2024年度の期中評価において、事業者の取組

を確認してきたところでございます。 

 目標計画におけるレベニューキャップ制度のインセンティブ設計として、「収入上限の

引き上げ・引き下げ」及び「レプテーショナルインセンティブ」がありますけれども、こ

の「収入上限の引き上げ・引き下げ」に関する項目については、縦横比較によって評価を

行っているということで、下の※にあるとおり、縦比較は、自社の過去実績との比較、横

比較は、10事業者との比較ということでございます。 

 このうち、特に縦比較についてですけれども、各事業者の参照期間、過去実績のパフォ

ーマンスが悪かった場合に、相対的に次の規制期間での評価が改善されやすくなるといっ

た指摘が、本会合でございました。 

 また反対に、参照期間のパフォーマンスが非常によい場合に、次の規制期間で相対的に

ペナルティの対象となりやすいという課題もあるということで、こうした意見等を踏まえ

まして、第２規制期間においてインセンティブの評価方法について、再検討する必要があ

るのではないかということでございます。 

 また、特にレプテーショナルインセンティブの項目についてですけれども、こうした形

で事業者の取組が報告・公表されることが有益であるといった御意見もいただいている一

方で、事業者の作業や評価側の事務コスト簡素化の観点から、負荷に対して効果の小さい

ものについては、項目を省力化することが必要ではないかといった御指摘もいただいてい

るということでございます。 

 こうした意見も踏まえつつ、第１規制期間以降の外部環境の変化も考慮した上で、目標

計画で確認対象とする項目についても、必要に応じて見直しを検討してはどうかというこ
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とでございます。 

 12ページが、現状、第１規制期間における７分野18項目の目標計画でございます。 

 また、14ページですけれども、これは、一例として、⑨の「計量、料金算定、通知等の

確実な実施」という項目の中の「託送料金請求遅延」という項目の、期中評価の実例を載

せておりますが、左下の参照期間実績というところに、10事業者の過去の超過件数ですと

か発生率というものがありますけれども、事業者によって、かなりばらつきがあるという

ことで、これに基づいて、真ん中の経過年数等にあるところの発生率等、相対的に有利・

不利というものが発生し得るというような論点であります。 

 また、15ページが、別の項目⑧で「需要家の接続の接続検討の回答期限超過件数」とい

う項目ですが、これは、2023年度の実績で言うと、10事業者中８事業者が０件であったと

いうことですけれども、逆に、この実績が続いた場合に、仮に、次の規制期間で１件でも

発生してしまうと、過去実績を上回るといったことにもなり得るということでございます

ので、こういった点をどう考えるかが必要ではないかということでございます。 

 次に17ページで、Ⅲの「次世代投資費用の範囲・便益評価方法」ということでございま

すが、レベニューキャップ制度においては、一般送配電事業者による託送供給等に係る収

入の見通しの的確な算定等に関する指針上、電力ネットワークの次世代化を促す観点から、

各事業者において効果的な次世代投資計画を策定することが求められております。 

 次世代投資費用については、第19回の本会合（2022年９月）で、規制期間内に限定しな

い中長期的な取組を推進していく観点から、費用対便益等により取組の重要性が認められ

る投資のみを対象とすることとされ、一般送配電事業者が、将来に必要な新規の取組を確

実かつ円滑に進められるようにということで、効率化係数（年0.5％）を設定しないとい

う整理となっております。 

 この整理に基づいて、第１規制期間では、脱炭素二次元ＰＸの観点で、複数の項目が、

次世代投資の項目として分類されているということでございますが、この第１規制期間の

審査の過程でも、複数の委員から便益設備の具体性、合理性が事業者によって差がある項

目があったということで、次世代投資計画策定における適切な便益に係る計上方法等の在

り方について検討すべきという御指摘をいただいております。 

 第２規制期間に向けては、便益説明の具体性、合理性についての考え方の統一を図ると

ともに、第１規制期間の審査以降の技術の進展や普及等の状況を踏まえ、次世代投資費用

の位置づけ（脱炭素、レジリエンス、ＤＸ・ＡＩ等投資、省人化・効率化）といった位置
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づけですとか、あと、投資対象の考え方（新規性や革新性等）等の観点も含め、対象範囲

の明確化を図る必要があるのではないかということでございます。 

 次に20ページ、Ⅳの「統計査定の精緻化」でございますが、第１規制期間の審査におい

ては、コスト効率化の観点から、ＯＰＥＸ、ＣＡＰＥＸについて、過去実績等に基づく単

価の確認（個別査定）や事業者間比較による広域的な単価の査定（統計査定）を行ってい

るということでございます。 

 統計査定については、定性的かつ定量的な観点から、適切な説明変数をそれぞれ設定す

ることで、重回帰分析による査定を行っておりますけれども、一方で、重回帰分析の結果、

決定係数が低い費用については、中央値を用いた査定を行ったということでございます。 

 この中央値を用いた査定は、重回帰分析に比べると、個別工事の特性が反映されないと

いう課題がありますので、送配電網協議会が統計査定の精緻化に向けた検討を行っており

まして、第８回の送配電効率化・計画進捗確認ＷＧにおいては、第１規制期間では中央値

査定の対象となっていた一部の項目について、説明変数の見直し等により、重回帰分析の

決定係数は向上するといった結果が報告をされております。 

 送配電網協議会は、引き続き統計査定の精緻化に向けた検討を進めておりまして、こう

した状況を踏まえつつ、今後、より精緻な料金査定を行うために、第２規制期間以降、中

央値の活用から重回帰分析による統計査定への見直しも検討していくことが必要ではない

かということでございます。 

 23ページは、「第１規制期間の統計査定の対象項目」ということで、赤の部分は重回帰

分析をした項目になりますけれども、黒の部分が、低い決定係数であったために中央値を

活用したということであります。 

 これについて、24ページにあるとおり、第８回の効率化ＷＧで、送配電網協議会から統

計査定、精緻化の取組について御報告をいただいているということでございます。 

 次に、26ページ以降で、「個別論点」ということで「規制期間中一律の託送料金の見直

し」についてでございます。 

 27ページですけれども、第70回の料金制度専門会合（昨年10月）において、事業者から

も報告をいただいたとおり、レベニューキャップ制度においては、規制期間の後年（後ろ

のほうの年度）にかけて費用が積み上がる構造にあるということでありまして、各事業者

において、規制期間中一律の託送料金設定をした場合に、後年度にかけて利益が縮小する

傾向があるという指摘がございます。 
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現行の指針において、託送料金の設定については、規制期間において一律の託送料金を

算定することを基本とする、とされておりますけれども、合理的な理由があると認められ

るときは、規制期間における各事業年度で異なる託送料金を算定することも認められてい

るということではございます。 

 ただ、一方で、実際には第１規制期間においては、全ての一般送配電事業者が規制期間

中一律の託送料金制度設定を行っているということでございます。 

 この点、昨年12月の本会合において、本論点に関して、規制期間内で利益が減少してい

く計画が、資本市場において否定的な評価をされ、結果として資金調達コストが上昇する

ということを招くリスクがあるといった点に配慮した制度設計が必要であるのではないか

といった意見もいただいておりますし、また、小売事業者が十分な周知期間を確保できる

よう、適切な配慮が必要だといった意見もいただいているということでございます。 

 次のページで、こうした課題を踏まえまして、第２規制期間における託送料金の単価設

定に際して、例えば後年度の費用の増加に鑑み、規制期間中の収支の平準化や年度ごとの

費用と料金単価を対応させるために、各年度の料金単価を段階的に引き上げる形で設定す

るといった方法については、一般送配電事業者の収支の安定化が図られる観点や、消費者

にとっても費用の発生時期に即した公平な負担が図られるという観点からも、合理的と考

えられるかということでございます。 

 一方で、上記のような設定を行う場合に、年度ごとに託送料金単価が変わることになる

ため、消費者の周知も含めた小売事業者の対応についても配慮が必要と考えられます。 

 この点、例えば５年分の託送料金単価を期初にまとめて確認し、一般送配電事業者にお

いて約款に記載するといった対応を行うことで、小売事業者の対応も含めた予見性が確保

されると考えられるかということでございます。 

 最後ですが、「今後の想定スケジュール」ということで、32ページを御覧ください。 

 第２規制期間が、2028年の４月から開始されるということですけれども、これに向けた

想定スケジュールを以下のとおり示させていただいておりまして、2027年（来年）の７月

頃から、第２規制期間の料金審査を行うといったことを仮定しますと、それまでに省令改

正等の作業を完了する必要があることになりますので、省令改正等を要する制度的論点等

については、2026年内（今年の年内）から2027年の初頭辺りまでに検討を行う必要がある

のではないかということでございまして、このため、本日整理した論点等については、順

次、本会合で議論をしていくこととしたいと考えております。 
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 私の説明は以上になります。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 送配電網協議会様からは、「合理的かつ現実的な計画の見直し」というところと、あと、

「最大限の効率化に向けた取組」ということで御報告をいただきました。 

 事務局からは、それに基づく考え方と、あとは、「今後の第２規制期間に向けた検討課

題」ということで、今回は、論点を幾つか出していただいているところでございます。 

 委員及びオブザーバーの方々から御意見等をいただければと思いますので、挙手にてお

知らせいただければ幸いです。 

 それでは、池田オブザーバー、お願いします。 

○池田オブザーバー  丁寧な御説明、ありがとうございました。私からは、ざっくり３

点ほどコメントしたいと思います。 

 今回の論点の洗い出しに当たって、予見性周知という点において、需要家及び小売事業

者の視点から、過去の私の発言を取り上げていただき、御考慮をいただき、ありがとうご

ざいます。 

まず、27～29ページにある規制期間中の一律の託送料金の見直しについて、５年分の託

送料金単価を期初にまとめて設定公表とするといった対応が、もし実施されるのであれば、

小売事業者及び需要家として、ある程度の予見性が確保されるのではないかと思われ、現

状の改善につながるのではないかと考えます。 

 それで、もし、規制期間中の託送料金の見直しがあった場合については、前のことも再

度述べますが、小売事業者よりの需要家への説明や需要家の検討判断に十分な時間を設け

ていただきたく、この十分な時間については、１年程度の余裕があれば理想的ですが、需

要家との協議のタイミングを考えると、公表には最低でも６か月程度、公表から変更まで

６か月程度いただけるとありがたいかなと思います。これが１点目です。 

 ２点目は、これは、我々が説明ということも含めてですけれども、物価変動を自動的に

料金に反映させる措置については、参照指標や計算方法は、今後の生活、再現性の高いも

のにしていただき、説明が簡易にできるよう詳細をあらかじめ公表し、需要家への説明に

資するものにしていただきたいと考えています。 

 ３点目ですが、今後の第２規制期間に向けた検討の論点として、少し幅広くという視点

から、これは別の審議会で議論をされている内容となりますけれども、例えば１年未満の

緊急な供給力確保について、ＴＳＯがこの費用をどうするということで、託送料金に機動
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的に反映した上で、小売が需要家に転嫁するという方策も考え得るのではないかという議

論もなされていて、例えばこういった費用をあらかじめ５年間の第２規制期間の中で、一

定の予見性を持って託送料金に反映させる仕組みについて検討するのもあるかなと思って

おります。 

 以上です。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 続いて、華表委員お願いします。 

○華表専門委員  送配電網協議会の皆様、事務局の皆様、取りまとめありがとうござい

ました。私からは、資料３－２についてのコメントになります。 

 まず、５ページの第２規制期間に向けた論点につきましては、重要なことはカバーして

くださっているように感じましたので、私からは、追加のコメントはありません。 

 27ページからの規制期間中一律の託送料金の見直しというところについては、結論から

申し上げますと、私としては、事務局が御提案する各年度の料金単価を段階的に引き上げ

る形で設定するということでいいように思っています。 

 その理由としましては、まず、事務局が上げてくださっている一般送配電事業者の収支

の安定化、そして費用の発生時期に即した公平な負担、そして資金調達コストの抑制とい

うことは、そのとおりだと思いますし、今後、エスカレや事業報酬率の議論などで、もし

期中調整が入るようになってくると、ここで一律の託送料金設定にこだわっても、あまり

意味がないというふうにも思っていることもあります。 

 また、仮にエスカレや事業報酬率で期中調整が入るとはならなかったとしても、需要家

の大多数が受け入れている燃調の仕組みとかに比べますと、年次の変動は軽微であると考

えられるというふうにも思っています。もちろん仮にこの影響が、例えば燃調の変動と比

べても影響力の大きいものになるということになれば話は別だと思いますけれども、そう

いうことではないと思いますので、全体としてのメリットのほうが大きいのではないかと

考えているところです。 

 私からは以上です。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 続いて、村松委員、お願いします。 

○村松委員  御説明ありがとうございました。 

 今までの議論を振り返った形で整理いただきまして、全体像がよく分かりました。資料
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３－１、３－２それぞれについてコメントさせていただきます。 

 資料３－１、送配協の皆様から投資量の見直しについて、御説明いただきました。そも

そもレベニューキャップの前提としていた事業構造が変化していると捉えるべきではない

かと考えました。今回、見直しされていますが、前提となる事項が変動するものは、今後

も見直しが必要になってくるのではと考えております。 

 例えばですが、直近の中東の問題によって、投資に必要な供給物品の遅れであったり、

需要の変動だったり、こういったものもあり得ると考えております。26年、27年の数字に

ついては、こういった形で見直しをいただきましたけれども、今後も管理不能な影響があ

るという可能性を、我々は認識すべきだと考えました。 

 送配電網協議会様からは、「今後、効率化に向けて最大限の取組をしていきます」とい

ったことで、御表明いただきました。私も、今まで送配電効率化・計画進捗確認ワーキン

グにも参加させていただきましたけれども、今までやっていらっしゃった事業者の皆様の

努力を、今後も継続して実施いただければと考えております。 

 資料３－２ですが、「今後の第２規制期間に向けた検討」ということで、事務局案をお

示しいただきました。第１規制期間に関しては、期中調整を含め、かなり手探りでやって

いた部分があって、事業者および事務局の皆様の工数は、相当かかっていたのではないか

と思います。こういったところは、ある程度実績を積まれたところで折り合いをつけなが

ら、工数のことも意識して進められればと思います。 

 それから、論点の網羅性のところですが、先ほど池田オブザーバーからも御発言があり

ましたように、今ほかの審議会で検討されているような項目を、今後レベニューキャップ

の中でどのように取り扱うべきかといった点は、視点として必要かと思いました。 

 先ほどお話がありましたのは、短期供給力としてキロワット公募の仕組みを使っていら

っしゃる部分の見直しが取り上げられておりますけれども、ほかにもせんだってからの議

論で調整力の調達方法として、揚水随契の実施、こういったものの取り扱いの変更がレベ

ニューキャップの仕組みの中でどのように扱うべきかといった点は考える余地があるかと

思っております。 

 それから、個別論点で上げていただきました規制期間中一律の託送料金の見直しの観点

でございます。私は、会計の視点で、年度単位で費用収益の対応関係が求められるという

のが原則的な扱いだと考えておりますので、同一規制期間内で費用の発生状況が異なるの

であれば、むしろそれに応じた年度ごとの託送料金を設定するほうが合理的だと考えてお
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ります。 

 ただ、今まで一律５年間同じ託送料金であったのが、年度ごとということになりますと、

恐らく送配電事業者、小売事業者、需要家それぞれの観点でメリットもあればデメリット

もあるということだと思います。もしデメリットがあるようであれば、これをできるだけ

小さくするような方策を、併せて進められればと思います。まさにそれは、小売事業者が

託送料金の変動に対して需要家への説明義務、ここでの負荷を引き下げるために、前もっ

て前広に公表してほしいといったようなことがあげられるかと思います。 

 料金の見直しは恣意的な利益操作にならないような視点は、どうしても必要だと思いま

すので、それも合わせた検討になるかと思います。 

 以上です。ありがとうございます。 

 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 続いて、松村委員、お願いします。 

○松村委員  ずっと発言が続いている期間中一律の料金に対して、事務局の提案のよう

に、それに必ずしもこだわらないとの提案は合理的だと思います。支持します。 

 ただ、その正当化の議論が、私にはすごく理解し難い。まず一律の料金にすると後半収

益性が落ち、前半収益性がその分上がる傾向がある。平均的に正しい料金になっていても

そのような傾向がある。そうすると、収益性がだんだん悪化しているように見えて、資金

調達環境が悪化するという議論は、私にはとても珍妙に見えます。 

日本の資本市場は、そんなに能力が低いのかと。本質的なリスクを問題にしているなら

ともかく、仮に費用が正しく推計され、仮に不確実性がなくても現時点で予想できる傾向

として発生する、こんなふうに明らかに予想される、だからこんなふうにルール化ができ

るほどに予想できる傾向に関して、そのような癖があることは、金融のプロなら当然分か

るのではないか。それで、収益性が悪化している、だから危ない企業だ、だからリスクプ

レミアムが大きくなると誤認されるって、どれだけ日本の資本の出し手のクオリティが低

いのかということを、公の場で一生懸命説明しているような気がしてしようがありません。 

 もっとも、この委員会では、アナリストの見解としてさんざん珍妙な議論を聞かされて

いるので、この程度の珍妙な議論もあり得るとは思いますけれども、納得はしていない。

私はアナリストが言うことから推察されるほどには日本の金融事業者の品質は低くないと

思っています。 
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例えばある産業の癖で、冬はすごく儲かるけれども夏はあまり儲からないとか、その逆

だとかという傾向があったときに、四半期の決算を見て、収益が物すごく不安定な産業で

すね、なんてことを考える人は、基本的にプロならいないと思う。これが、同じ年度では

なく数年にまたがっていたら、たちまちそんな当たり前のことも分からなくなるほど日本

の金融のプロのレベルが低いとは、私には到底思えない。でも、そういう考え方はあり得

るのだろうと思います。 

 しかしそれが主な理由でルールの改定と言われると、何かすごく変な気がします。 

 さらに、後半に費用がどんどん増していくような、そういう構造だとすると、それは後

から言うインフレの影響を除けば、仮にそんなことがあるのだとすると、どうしてそんな

珍妙なことが起きるのかを精査することのほうが重要なのではないかという気がします。 

 さらに企業の費用に合わせて、それで料金をつけるのが公正だという議論も、私はにわ

かには受け入れられない。そんなことは基本的にないと思いますけれども、例えばどこか

の会社では、何か突発的な事情によってスマートメータの取り替えがある１年で急激に大

きくなり、別の年は相対的に少ないことがあったときに、その年だけ託送料金を上げる、

コストが大きいから上げるのが公正で正当と考えるのか。あるいは数年間ならして、その

平均的な水準で料金をつけるのが公正か。私はどっちの考え方もあり得ると思うので、そ

れがコストに合わせた料金が公正で、逆にそういう意味でならしているのが不公正だとい

うのは、本当に一般的に正しいことなのかについても、考える必要はあると思います。 

 一方で、これはエスカレーションだとかを入れることも含めて、インフレが起こること

を前提としているので、もし名目料金を一定にしてしまうと、実質料金は、一定期間の後

半にかけて下がっていくことになってしまいとても不自然。仮に第２規制期間が終わって

第３規制期間になるときに、一律の料金にしていると急激に上がる。それまでのインフレ

の分を反映して急激に上がることになりますが、そうするよりもだんだん上げていくほう

が、はるかに自然というか、変なゆがみを与えないという意味では、一律の料金にこだわ

らないと方針を変えるのは正しい整理だと思います。 

 さらに、これは華表委員が正しく御指摘になったと思いますが、いろいろな理由によっ

て期中調整が必要になる局面も出てくる。それで、適切に期中調整をしないと、それこそ

流動性の制約等の問題によって資金調達コストが上がりかねないというようなことがあり

得て、資金調達コストを下げるためにも、期中調整は大きな変動が起こったときには認め

るべきだし、そういうことがあり得るということは、第１規制期間で既に分かってきた。
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そうすると、華表委員が正しく御指摘になったようにメニューコストを考えて料金を一定

にするメリットは相対的に小さくなった。 

 インフレ下では、徐々に上げていく料金設定も合理的な料金設定だという整理は正しい

と思います。しかし何か変な理屈で、それを無理やり正当化されてしまうと、今後別の施

策を設計する際の障害になると思います。 

 これを、インフレ下ということと、メニューコストを考えて固定することの利益が相対

的に下がったことを率直に認めて、エスカレーションを認め、大規模な期中変更も選択肢

として認めた以上、期間中料金一定の原則にこだわるよりも、あらかじめアナウンスして

上げていくのを基本とし、そこからの乖離分を期中も含めて補正するほうが自然だという

整理にすべきだと思いました。 

 以上です。 

 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 続いて、新家委員、お願いします。 

○新家専門委員  ありがとうございます。新家です。 

 私は、まず資料３－２の、個別論点でいただいているところ、27ページから28ページの

整理についてですが、大枠としては、私もこの方向性で検討いただくことについては、特

段異論はありません。 

 私が、この方向性について、まだ十分理解できていないのかもしれませんが、一応、こ

の「段階的に」というところとセットで、期中調整の枠組みというか、そこもしっかり担

保された上での制度、つまり、これが例えばインフレを想定しているのであれば、段階的

に託送料金が上がることを、まずは最初の段階で５年分ですね、示すということになるわ

けですが、これが、当然予想どおりにならないということもあるのかなと思っています。 

 そういう場合というのは、上も下も含めて適切に調整された上で料金が調整される。そ

ういうこととセットで、この仕組みを導入するというのが一つの考え方だと、そういう考

え方でいいのかどうかというのを、一点確認させていただければと思います。これが１点

目です。 

 あと、すみません、多分私の責任だとは思いますけれども、私の発言が基となって、金

融の資本市場のレベルが、この場で低く見られているというふうに思っていることがある

とすれば、これは、私のこれまでの発言が至らなかった点もあるのかなということかもし
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れませんので、そういうふうに思う方がいらっしゃるのであれば、それは、一定程度自分

の発言にも課題はあるのかなということで、そこは、ちゃんと反省はした上で、ちょっと

申し上げさせていただきますが、まずは、かねてから申し上げでいることとしては、この

レベニューキャップ制度のもとで、やはり低リスク、低リターンの事業としての安定的な

収支の確保、これが担保される制度ということを念頭に置いた制度であったのかなと思っ

ています。 

 そういう場合であれば、それがトラックレコードとしてもしっかりと担保されていて、

確保されているのであれば、恐らく金融市場からも信頼をされて、低い資金調達コストの

もとで事業運営というのは、十分可能だったのかなと思っています。 

 ただ、なかなか想定できなかった大きな事業環境の変化がある中で、この制度の中でも、

この環境の大きな変化に対して対応し切れない部分というのが、徐々に課題としてあらわ

になって、それを今、適宜調整しているという、そういう過程にあるのかなと思っていま

す。 

 ですから、もともと信頼度の高い制度としてスタートした中でも、なかなか想定しにく

かった事業環境の変化の中で、やはり予定どおりな収支というのが確保されないという実

績が積み重なる中では、当然そういう中で事業者さん自身も、安定的な送配電事業からの

収支見通しが立たない、立てることができないとなると、金融市場から見ても、そこに対

して投資できるのだろうかという疑問を持つ方が多くなるほうが普通かなと思っています。 

 なので、そうすると、多様な投資の選択肢がある金融事業者さんからすれば、あえて予

見性は低いけれども、リターンが低い事業部門に投資するプライオリティーというのは、

当然下がることになるかなと思いますので、必然的に資金は集まりにくくなる。そういう

構造というのは、当然にしてあり得るのかなと思っています。 

 ですから、そういう意味でいうと、いかに信頼できる制度だと言ったとしても、それが

外部の方から、グローバルの金融市場の中で十分理解されなければ、結果的にお金が集ま

る蓋然性は下がることになって、それが結果的に資金調達コストを上げることにつながる

おそれというのは、当然あるのかなと思っていますので、そういう意味で、やや大枠とし

て申し上げますけれども、できるだけ安定的な収支見通しが立つような事業制度、料金制

度があることによって、しかもそれに実績が積み重なることによって、制度の信頼性が高

まって、より安定的な、かつ安価な資金調達につながると、そういう可能性というのは十

分あるのかなと思っていますので、できるだけそういう制度になるように、金融側の人間
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として、まあ至らない点はあるとは思いますけれども、できれば引き続きお話ができれば

なと思っています。 

 私からは以上です。ありがとうございます。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 お手が挙がっている委員、オブザーバーの方は以上だと認識しておりますが、それでは

ほかに……送配電網協議会、お願いできますでしょうか。 

○高野オブザーバー  送配電網協議会の高野と申します。私からは、資料３－２の第２

規制期間に向けた検討課題の部分について、コメントさせていただきたいと思います。 

 改めまして、本日は、第２規制期間に向けた制度的論点などについて整理いただきまし

て、ありがとうございます。今後、具体的な議論を進めていくものと認識しておりますけ

れども、その前提として、第１規制期間の制度導入時からの環境変化など当初想定と現状

との相違などの振り返りが重要だと考えております。 

 制度導入後、事業環境は大きく変化しておりまして、再エネ導入加速に加えまして、Ｇ

Ｘ、ＤＸの進展に伴い、ＤＥＲ拡大ですとか、データセンターなどの大規模需要の顕在化

によって、系統整備ニーズは拡大、変動しております。加えて、物価、労務費、金利の上

昇や需給調整コストの変動性の拡大によりまして、費用構造の不確実性も高まっていると

思っております。 

 さらに、人口減少の中で、施工力やサプライチェーンの維持といった基盤的課題も顕在

化してきております。また、第２規制期間の2032年までの５年間においては、現状、想定

し得ない状況変化も出てくる可能性があると考えております。 

 こうした中で、レベニューキャップ制度の趣旨である投資確保と国民負担抑制の両立を

図っていくには、資金調達の安定性や、投資回収の予見性、費用変動への対応といった観

点で、当初想定と現状の相違を確認し適切に制度に反映していただくことで、事業の予見

性を高めていくことや、事業者が創意工夫して環境変化に柔軟に対応していけるような制

度運用や、適切なインセンティブの設定が重要と考えております。 

 第２規制期間に向けては、これらの点を踏まえて検討いただければと思います。 

 それから、併せて個別論点として２点ほど申し上げさせていただきたいと思います。 

 １つ目が、Ⅰの⑤の「物価等や金利変動の反映方法について」ということで、８ページ

に記載いただいておりますけれども、承認値と実績額の乖離が継続的に発生するようなケ

ースにおいて、翌値調整の調整額が大きくなることや、キャッシュフローへの影響が投資
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計画に支障を生じ得ることへの対応として、早期に調整する仕組みについて検討課題とし

てお示しいただいたと認識しております。 

 そのような観点から言いますと、物価、金利以外の要因として、需要変動ですとか、特

に調整力費用の変動が大きくなっている状況でありますので、これらの要因への対応の在

り方についても、今後の検討の中で御議論いただければと考えております。 

 それから、もう一点、17ページのⅢの、「次世代投資費用の範囲、便益評価方法」に関

連しますけれども、施工力不足への対応ですとか、業務効率化の観点から、ＤＸやＡＩな

どのデジタル投資は不可欠な取組でありまして、我々としても、これまで以上に取り組ん

でいく必要があると考えております。 

 一方で、これらの分野は、近年、技術の進展が著しいため不確実性も多くて、変化に適

応する前提で進めていく領域であると思っておりまして、開発過程で仕様の見直しや方針

転換が必要となるケースが多いと認識しております。 

 こういった面も含めて、新たな評価の視点や柔軟な取り扱いについての御検討をいただ

くことが有益ではないかと考えております。 

 私からは以上となります。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 それでは、岸オブザーバー、お願いいたします。 

○岸オブザーバー  広域機関の岸でございます。合理的かつ現実的な投資量の見直しに

関連しまして、一言コメントをさせていただきます。 

 まずは、送配電網協議会様、それから事務局におかれまして、このような形で精査、分

析をされまして、こうした場で共有いただいたことに感謝を申し上げたいと思います。 

 各一般送配電事業者様におかれましては、広域機関で策定した高経年化設備更新のガイ

ドラインというものがございまして、これも御参照いただきながら、長期的な視野も含め

て、計画的な設備保全ですとか更新の投資に取り組んでいただいていると承知しておりま

す。 

なお、この高経年化設備更新ガイドラインにつきましては、広域機関において、さらな

る改善、精緻化に向けた検討も進めているところでございます。 

引き続き、一般送配電事業者様におかれましては、安定した経営のもとで必要な投資を

適切かつ効率的に行うことができるように、国とも連携しまして、各種のガイドラインで

すとか、事業環境の整備ですとか、こうしたことに努めてまいりたいと思っております。 
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レベニューキャップ制度に関しましても、御説明がありましたように、また、御議論も

ありましたが、必要に応じた運用の改善ですとか見直しの検討が行われるように、広域機

関としても御協力をしてまいりたいと考えております。 

以上です。ありがとうございます。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 ほかに御発言希望等ございますでしょうか。――よろしゅうございますか。 

     （「なし」の声あり） 

 それでは、送配電網協議会様で、ただいまいただいた御発言に関して、何かつけ加える 

ところ等あれば、いただけますでしょうか。 

○香月氏（送配電網協議会）  送配電網協議会の香月でございます。コメントをありが

とうございました。 

 村松委員から、中東情勢の影響に関するコメントがございました。現時点では、主要な

資機材に関しましては、大きな影響は出ていない状況ですけれども、紛争が長期化した場

合は、納期やコストに影響が及ぶ可能性はございますので、関係箇所と連携を密にとりな

がら、適宜計画に反映してまいりたいと考えております。 

 私からは以上です。 

○大橋座長  ありがとうございます。 

 もし事務局から、何かあればお願いいたします。 

○黒田ＮＷ事業監視課長  委員、オブザーバーの皆様、様々な意見、コメントをいただ

きまして、ありがとうございました。 

 まず、論点２の第２規制期間に向けた検討の関係で、ほかの論点もあるかといったよう

な点に関しまして、村松委員ですとか池田オブザーバーから、調整力費用に関する御指摘、

揚水随契等を含めていただいたところであります。 

 こちら、別の審議会ではありますけれども、議論されておりまして、私も担当でござい

ますので、そういった状況も踏まえながら、こういった調整力の在り方を踏まえて第２規

制期間の調整力費用をどのように設定していくかといった点については、今後、本会合で

も具体的な審査等の中で議論をしていきたいと考えておりますので、よろしくお願いをい

たします。 

 それから、個別の論点ですね、期間中一律の託送料金の見直しに関する点についても、

様々な御意見、コメントをいただきまして、ありがとうございました。 
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 この料金の、一律料金の考え方の点については、松村委員を含めて御意見をいただいた

ところでありますので、改めて整理をしたいと考えておりますけれども、必ずしも一律の

託送料金にこだわることなく必要に応じて合理的に段階をつけて設定をするといったこと

については、特に御異論がなかったのかなと認識いたしましたし、また、池田オブザーバ

ーから、小売事業者の観点からも、対応に必要な期間等についても具体的に御指摘もいた

だきましたので、こういった点も含めまして、引き続き整理をしていきたいと考えてござ

います。 

 また、新家委員から御質問をいただいた、期中調整等の前提に関する点についてでござ

いますけれども、私の理解といたしましては、物価等上昇に関する対応について、もちろ

ん今後の議論ということではありますけれども、今までの御議論を踏まえた現状の考えと

いうことで申し上げれば、第２規制期間においても、一定の物価上昇率というものをあら

かじめ織り込んだ形で、収入上限というものを設定する。 

 それで、実績との差分については、少なくとも翌期では調整をすることになると理解を

しておりまして、これについて、先ほど一部コメントもいただいたと思いますけれども、

Ⅰの⑤というところで、物価等について自動調整をするかどうか、この翌期調整まで待つ

ことなく期間中に反映をしていくといった方法についても、論点として挙げさせていただ

いているところでございますので、こういった点の是非ですとか具体的な在り方等につい

ては、また別途整理をさせていただいて、本会合で議論をさせていただければと考えてい

るところでございます。 

 その他、コメント、御意見をいただいた点もありますので、そういった点も踏まえて、

次回以降、引き続き第２規制期間に向けた論点について、検討を進めていきたいと考えて

おります。 

 私からは以上になります。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 それでは、新川事務局長、お願いいたします。 

○新川事務局長  １点だけ、池田オブザーバーから御指摘があり、村松委員も言及され

ました「短期供給力確保の財源はどこが、どう負担するか」ということについては、別の

場で議論が行われていると承知をしておりますので、そこの議論を踏まえての検討となろ

うかと思っております。 

 以上でございます。 
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○大橋座長  ありがとうございました。 

 ほかに、もし追加で御意見があれば、いただければと思いますが、近藤オブザーバー、

お願いします。 

○近藤オブザーバー  最後にありがとうございます。 

 安定供給の確保と効率化の両立という大きな方向性に関しては共感しています。 

今後の制度設計や運用に当たっては、生活者にとっての負担の公平性、公正性、説明可

能性、長期的な信頼確保の観点も、ぜひ踏まえていただきたいと考えています。 

 以上です。最後にありがとうございました。 

○大橋座長  ありがとうございました。 

 新川事務局長、お願いします。 

○新川事務局長  今の近藤オブザーバーの御発言に関しまして、当然それについても踏

まえて検討させていただきたいと思っております。 

 以上でございます。 

○大橋座長  ありがとうございます。 

 よろしいでしょうか。――本日、議題の１で一般送配電事業者様のお取組をプレゼンい

ただきまして、ありがとうございました。投資量の合理的かつ現実的な内容への見直しで

あるとか、あるいは効率化に向けての最大限の取組を進めていただくということで御説明

もいただきましたが、ぜひその方向で進めていただければと思っております。 

 また、議題の２については、今後、本会合でレベニューキャップ制度における第２規制

期間に向けた課題の検討も行っていくということですけれども、本日いただいたコメント

等も踏まえ、引き続き事務局におかれては検討を進めていただければと思います。 

 本日予定していた議事は以上ですので、もし追加でないようでしたら、これにて記事進

行を事務局にお返ししたいと思います。 

○黒田ＮＷ事業監視課長  大橋座長、ありがとうございました。 

 本日の議事録については、案ができ次第送付させていただきますので、御確認のほどを

よろしくお願いいたします。 

 次回開催につきましては、追って事務局より御連絡いたします。 

 それでは、「第74回料金制度専門会合」は、これにて終了といたします。 

 本日は、ありがとうございました。 
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                                 ――了―― 

 


